
修了認定されると雇用保険被保険者期間が3年以上の方は訓練費（評価対象額）の20％が戻ります。（上限10万円）

給付制度初回利用者に限り、支給要件１年以上で受給可能

３ヶ月

２ヶ月

３ヶ月

１ヶ月

３ヶ月

２ヶ月

１ヶ月

※H19.6.2～Ｈ29.3.10までに普通車取得された方は準中型（５ｔ限定）です。

○　受給資格

●　雇用保険の被保険者であった期間が１年以上あり、資格喪失後１年以内。 訓練費（評価対象額）の

　（初回の方に限る)

●　雇用保険の被保険者であった期間が通算３年以上あり、資格喪失後１年以内。

○　教育訓練給付金

●　修了認定されると被保険者期間が３年以上の方は訓練費の２０％が戻ります。
　（上限１０万円)
　（給付制度初回利用者に限り、支給要件期間１年以上で受給が可能)

○　教育訓練給付制度の流れ

①ハローワークにて回答書をもらいます。

②入校日までに当校に電話でご連絡ください。

③回答書と料金（入学時必要料金：現金）を持参して来校してください。
（当校にて受給資格の確認を行います）

④入校手続き
・料金のお支払い（現金一括払い：クレジット・分割不可）

⑤全教習修了後、教育訓練修了証を発行いたします。

⑥１か月以内にハローワークへ。受給申請をおこなってください。

仙台市・名取市・岩沼市・亘理郡の住所 ハローワーク仙台　022-229-8811
塩釜市・多賀城市・大郷町・宮城郡の住所 ハローワーク塩釜　022-362-3361
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